
　

令
和
２
年
中
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
の
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま

す
。
過
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た

保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

な
お
、
ご
家
族（
配
偶
者
や

お
子
様
等
）の
国
民
年
金
保
険

料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
保
険
料
に
つ
い
て
も
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
年
末
調
整
や
確
定

申
告
の
際
に
、
保
険
料
を
支

払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
か
ら「
社
会
保

険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除

証
明
書
」が
対
象
者
宛
に
発
送

さ
れ
ま
す
の
で
、
年
末
調
整
や

確
定
申
告
の
際
に
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

・ 

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で

お
か
け
に
な
る
場
合

☎
03（
６
６
３
０
）２
５
２
５

受
付
時
間

・ 

月
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

・
第
２
土
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

※ 

祝
日（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）、

12
月
29
日
〜
１
月
３
日
は
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

対
象
者

■ 

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
で
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
方

①
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

② 

世
帯
員
全
員
が
市
町
村
民
税

が
非
課
税
で
あ
る
こ
と

③ 

年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得

額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と

■ 

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、

次
の
要
件
を
満
た
す
方

・ 

前
年
の
所
得
額
が
約
４
６
２

万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
や
そ
の
他

の
所
得
額
が
一
定
基
準
額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援

す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
日
本
年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）で
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。

〇
請
求
手
続
き

　

新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
を
お
受
け
取
り
い
た
だ
け

る
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
通
知
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
同
封
の
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
請
求
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
令
和
３
年
２
月
１

日
ま
で
に
請
求
手
続
き
が
完
了

し
ま
す
と
、
令
和
２
年
８
月
分

か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

〇
年
金
を
受
給
し
は
じ
め
る
方

　

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ

て
年
金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課

国
保
年
金
班
で
請
求
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０（
05
）１
１
６
５

　

住
民
課
国
保
年
金
班

　

☎（
84
）１
２
１
４

令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保

険料を納付された方

→11月上旬

令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に今年初め

て国民年金保険料を納付された方

→令和3年2月上旬

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」が
発
行
さ
れ
ま
す

控
除
証
明
書
」が
発
行
さ
れ
ま
す

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

11月は「ねんきん月間」です
　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置付け、公的年金制度に対す
る理解を深めていただくための取組を行っています。また、11月30日（いいみらい）は、年金記録や年金受給
見込額を確認し、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく「年金の日」です。
　『ねんきんネット』をご利用いただくと、年金記録を確認したり将来の年金受給見込額を試算をすることが
できます。ぜひ、この機会にご利用ください。『ねんきんネット』については、日本年金機構のホームページ
でご確認いただくか、年金事務所にお問い合わせください。
問千葉年金事務所　☎043－242－6320　　　佐原年金事務所　☎0478－54－1442

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の発行時期

2020.11.111


